
着任のご挨拶

春暖の候、会員の皆様には、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

また、皆様には、日頃より労働基準行政の推進に多大なるご理解とご協力

を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、４月１日付けの人事異動により愛知労働局労働基準部長として

着任いたしました髙橋と申します。愛知労働局での勤務は初めてですが、管

内の事情等を速やかに把握し、的確な行政運営に努めてまいる所存ですので、

よろしくお願いいたします。

さて、最低賃金については、令和６年３月に行われた中央での政労使の意

見交換の場において、岸田総理から「労働生産性の引上げ努力等を通じ、

2030年代半ばまでに全国加重平均1,500円を目指すとした目標についてより

早く達成できるよう努力する。」との発言がなされるなど、中小・小規模企

業が賃上げしやすい環境整備に一層取り組むことが求められています。中

小・小規模企業が賃上げするためには、生産性向上が不可欠でありますこと

から、業務改善や生産性向上に係る企業のニーズに応えるためにも、業務改

善助成金などの各種支援策について、積極的な周知及び利用勧奨を行い、賃

金引上げを支援します。

• 長時間労働の抑制については、本年４月からは、これまで適用が猶予され

ていた建設業、自動車運転者、医師について、時間外・休日労働の上限規制

が適用されることとなりました。適用が開始される業務への対応については、

関係機関や関係業界団体等と連携しつつ、説明会の開催や個別訪問等の支援

を行ってまいります。
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また、上限規制と同じく４月から労働条件明示ルールに係る改正が適用

されております。この改正では、４月以降に労働契約を締結・更新する際

に、新たに「就業場所」や「業務の変更の範囲」等の明示事項が追加され、

適用される範囲についてもパートやアルバイトを含めたすべての労働者が

対象になりますことから、より一層の周知を行うとともに、適切な指導も

行ってまいります。

労働災害防止については、リスクアセスメントを軸として、自律したポ

ジティブな安全衛生管理の推進・定着に向け取り組んでいるところであり

ます。

生産性等の向上を図る取組みの一環として行う作業の実態把握は、リス

クアセスメントのプロセスと一体的に行うことが効果的です。このため、

愛知労働局では、安全衛生管理を経営課題と捉え、事業運営と一体的に管

理する経営手法である「安全経営あいち®」を提唱するとともに、「安全経

営あいち賛同事業場制度」を運用しております。ご賛同いただける事業場

では「安全経営あいち®」の名称及びロゴを一定の条件下で自由に利用でき

ますので、こうした「安全経営」に積極的に取り組む姿勢を事業場内外に

示し、生産性を高めながら安全性を向上させることにも繋がりますので、

多くの事業場からご賛同いただけるように取り組んでまいります。

総合的な健康確保対策については、個別の情報として取り扱われがちな、

健康診断、面接指導、ストレスチェック等の結果を一元的に取り扱う手法

等の指導を通じて、事後措置の実施と健康保持増進を一体的に推進します。

また、危険性・有害性が認められた化学物質については、リスクアセスメ

ントを中核とした、労働者のばく露の程度の低減措置の実施等について、

丁寧な指導援助を行ってまいります。

労災保険については、被災労働者等に対して迅速かつ公正に必要な保険

給付を行うことが重要です。精神障害の労災認定基準については、令和５

年９月に、いわゆるカスタマーハラスメントといった具体的出来事等を業

務による心理的負荷評価表へ追加しています。特に認定までに時間を要す

る精神障害等の複雑困難事案については、愛知労災保険業務センターにお

いて集中的に処理するなど、一層迅速・適正な労災補償を行うよう努めて

まいります。

最後に、会員の皆様の益々のご発展とご健勝を祈念申し上げ、着任の挨

拶とさせていただきます。


